
- 1 - 

 
開 示 実 施 手 数 料 一 覧 

 

法人文書の種別 開示の実施方法 開示実施手数料の額 

一 
 
 
 
 
 
 

文書又は図画（二の
項から四の項まで又
は八の項に該当する
ものを除く。) 
 
 

イ 閲覧 １００枚までごとにつき１００円 
ロ 撮影した写真フ
ィルムを印画紙に印
画したものの閲覧 

１枚についき１００円に１２枚までごとに７５０円
を加えた額  
 

ハ 複写機により複
写したものの交付 

用紙１枚につき２０円（A２判については６０円、 
A１判については１１０円） 

ニ 撮影した写真フ
ィルムを印画紙に印
画したものの交付 

１枚につき１３０円（縦２０３㎜、横２５４㎜ものに
ついては、５３０円）に１２枚までごとに７５０円を
加えた額 

二 
 
 
 
 
 

マイクロフィルム 
 
 
 
 

イ 用紙に印刷した
ものの 閲覧 

用紙１枚につき１０円  
 

ロ 専用機器により
映写したものの閲覧 

１巻につき３００円  
 

ハ 用紙に印刷した
ものの交付 
 

用紙１枚につき７０円（A３判については１３０円、 
A２判については２５０円、A１判については５１０円） 

三 
 
 

写真フィルム 
 
 

イ 印画紙に印画し
たもの閲覧 

１枚につき１０円  

ロ 印画紙に印画し
たもの交付 
 

１枚につき３０円（縦２０３㎜、横２５４㎜ものに 
ついては、４４０円） 

四 
 
 
 

スライド（九の項に
該当するものを除く） 
 

イ 専用機器により
映写したものの閲覧 

１巻につき４００円 
 

ロ 印画紙に印画し
たものの交付 

１枚につき１２０円（縦２０３㎜、横２５４㎜ものに
ついては、１５００円） 

五 
 
 
 

録音テープ（九の項に
該当するものを除く）
又は録音ディスク 

イ 専用機器により
再生したものの聴取 

１巻につき３００円  
 

ロ 録音カセットテ
ープに複写したもの
の交付 

１巻につき６００円  
 

六 
 
 
 

ビデオテープ又はビ
デオディスク 
 

イ 専用機器により
再生したものの聴取 

１巻につき３００円 
 

ロ ビデオカセット
テープに複写したも
のの交付 

１巻につき７００円 
 

七 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電磁的記録（五の項、
六の項又は八の項に
該当するものを除く） 
 
 
 

イ 用紙に出力した
ものの閲覧 

用紙１００枚までごとにつき２００円 

ロ 専用機器により
再生したものの閲覧
又は視聴 

０．５メガバイトまでにつき５５０円  
 

ハ 用紙に出力した
ものの交付 

用紙１枚につき２０円 

ニ フレキシブルデ
ィスクカートリッジ
に複写したものの交
付 

１枚につき８０円に０．５メガバイトまでごとに 
２２０円を加えた額  

ホ 光ディスクに複
写したものの交付 

１枚につき２００円に０．５メガバイトまでごとに 
２２０円を加えた額 

別 紙 
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法人文書の種別 開示の実施方法 開示実施手数料の額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ヘ 幅１２．７㎜の
オープンリールテー
プに複写したものの
交付 

１巻につき４０００円に１メガバイトまでごとに 
２２０円を加えた額  
 

ト 幅１２．７㎜の
磁気テープカートリ
ッジに複写したもの
の交付 
 
 

１巻につき１９００円（日本工業規格X６１３５に適
合するものについては２８００円、国際規格１４８３
３、１５８９５又は１５３０７に適合するものについ
てはそれぞれ７２００円、９８００円又は１６８００
円）に１メガバイトまでごとに２２０円を加えた額 

チ 幅８㎜の磁気テ
ープカートリッジに
複写したものの交付 
 
 

１巻につき１２５０円（日本工業規格X６１４２に適
合するものについては２４５０円、国際規格１５７５
７に適合するものについては１３４００円）に１メガ
バイトまでごとに２２０円を加えた額 

リ 幅３．８１㎜の
磁気テープカートリ
ッジに複写したもの
の交付 
 

１巻につき９８０円（日本工業規格X６１２９、X６１
３０又は６１３７に適合するものについてはそれぞ
れ２０００円、４１５０円又は６０００円）に１メガ
バイトまでごとに２２０円を加えた額 

八  映画フィルム  イ 専用機器により
映写したものの視聴 

１巻につき４００円 
 

ロ ビデオカセット
テープに複写したも
のの交付 
 
 

３３００円（１６㎜映画フィルムについては１２３０
０円、３５㎜映画フィルムについては１４０００円）
に記録時間１０分までごとに１５５０円（１６㎜映画
フィルムについては３６５０円、３５㎜映画フィルム
については４４５０円）を加えた額 

九 
 
 
 
 
 
 
 
 

スライド及び録音テ
ープ（スライド及び
当該スライドの内容
に関する音声を記録
した録音テープを同
時に視聴する場合に
限る。） 

イ 専用機器により
映写したものの視聴 

１巻につき７００円  
 

ロ ビデオカセット
テープに複写したも
のの交付 
 
 
 
 
 

５２００円（スライド２０枚を超える場合にあっては
、５２００円にその超える枚数１枚につき１１０円を
加えた額） 
 
 
 
 
 

 
 

備考 一の項ハ、二の項ハ又は七の項ハの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面
を１枚として額を算定する。 


